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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○２０２６年春の花粉飛散予測（第４報） 
 ～２月下旬まで広い範囲で飛散開始 ピークは多くの所で３月上旬から～ 
 
 
 ・２月１６日までの観測では、九州から東海の一部、関東南部、東北南部の一部で

飛散開始 
 ・２月下旬までに、九州から東北南部の広い範囲で飛散開始する見込み 
 ・飛散のピークは、多くの所で３月上旬から中旬 
  
  
 一般財団法人日本気象協会より、２０２６年２月１９日（木）に全国・都道府県別

の２０２６年春の花粉（スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ）飛散予測（第４報）が発

表されました。この予測は、前シーズンの花粉飛散結果や今後の気温予測などの気象

データをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報、花芽の現地調査の結

果などを踏まえて予測されています。 

 
１．スギ花粉の飛散開始時期 
 スギ花粉は、２月１６日までの観測で、九州から東海の一部、関東南部、東北南部

の一部で飛散開始が確認されました。２月下旬までに、九州から東北南部の広い範囲

で飛散開始となるでしょう。 

 ２月上旬の気温が平年より低くなった影響で、九州から東海の飛散開始は例年と同

じか遅い傾向です。この先、２月下旬にかけての気温は平年より高く、３月にかけて

寒暖の変動が大きいでしょう。関東甲信、北陸から東北の飛散開始は、おおむね例年

並みで、東北は例年より早い所もある見込みです。 

 
※飛散開始日 

 １平方センチメートルあたり１個以上のスギ花粉を２日連続して観測した場合の最初の日 

 

２．スギ・ヒノキ花粉の飛散ピーク時期 

 福岡や東京など早い所では、３月末までにスギ花粉の飛散ピークの時期を迎えるで

しょう。広い範囲でピークとなるのは３月上旬から中旬の見込みです。ピークの期間

は１０日間から１か月ほどでしょう。 

 ヒノキ花粉のピークは３月下旬から４月上旬で、ピークの期間は５日間から２週間

ほどの見込みです。 

 この先、３月にかけて寒暖を繰り返し、急に暖かくなる日には花粉の飛散量が急増

するでしょう。スギ・ヒノキともピークの時期は例年並みの予想です。 

 

３．花粉飛散量予測 

 ２０２６年春の花粉飛散量は、西日本では、おおむね例年並みでしょう。東日本と

北日本では、例年より多く、非常に多い所もある見込みです。 
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４．日本気象協会の花粉飛散予測 

 日本気象協会は１９９０年からスギ花粉の飛散予測を発表しています。日本気象協

会の花粉飛散予測は、前シーズンの花粉飛散結果と気象観測データ、および雄花花芽

の現地調査の結果などをもとに、全国各地の花粉研究会や協力機関からの情報をふま

えて予測しています。 
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○花粉症の薬の飲み間違いや子どもの誤飲に注意 
 

 公益財団法人日本中毒情報センターより、花粉症の症状による薬の飲み間違いや

誤飲事故について注意喚起が行われています。普段より、薬などの誤飲事故防止の

ために適切な保管・管理をお願いいたします。 
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○定期購読から 
 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2026 Vol.68No.3 
               【特集】何をみて、どう残す？薬剤師の伝わる記録術 
                ・伝わる記録のための型 
                 ・「伝わる記録」は何のために必要？ 
                 ・薬剤師が記載する必要のある記録はどんなものがある？ 
                ・エキスパートは何をみて、どう残す？疾患・患者背景にあ

わせた記録の型 
                ・医療ＤＸ時代の記録の型 
               ◇精神科のおくすり事情 
                ・服薬を自己中断後、抑うつ症状が現れはじめた若年男性 
 
 
 
 
               調剤と情報 2026 Vol.32No.2 
               【特集】ワクチン接種の機会を逃した世代がリスクを抱え始め

たいまだから学びたい ＨＰＶと子宮頸がん 
                 ・ＨＰＶ感染と子宮頸がんのメカニズム 
                 ・ＨＰＶワクチンの効果と“空白の９年”の影響 
                 ・男性に対するＨＰＶワクチン接種の意義 
                 ・子宮頸がんと診断と治療 
                 ・子宮頸がん患者における治療法別の日常生活への影響、

妊孕性への影響 
                 ・子宮頸がん検診・ＨＰＶ検査の重要性 etc 
               【今月の話題】 
                ・世界の薬学をつなぐＦＩＰ 
                 ―２０３０年へのロードマップ 
 
               薬局 2026 Vol.77No.2 
               【特集】リエゾンにつなげる骨粗鬆症 
                   新ガイドラインから知識をリモデリング！ 
                ・薬剤師が知っておきたい！骨粗鬆症の基礎知識 
                ・典型症例からわかる！骨粗鬆症治療薬 
                 ・ビタミンＤ製剤：単剤使用を中心に、エルデカルシトー

ルを含む 
                 ・ビタミンＫ製剤とカルシトニン製剤 
                 ・ビスホスホネート薬 
                 ・選択的エストロゲン受容体修飾薬（ＳＥＲＭ）etc 
                ・治療を支える！骨粗鬆症治療の薬学管理 
                ・つながるリエゾン！多職種で患者さんの骨を守る 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２５年Ｎｏ.１２が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２５年Ｎｏ.１２ 
事例１ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【残薬調整後の処方漏れ】 
事例 【事例の詳細】 

 ７０歳代の患者の処方箋を応需した際に薬剤服用歴を確認したところ、前回

の調剤時に残薬の調整を行い、処方からメトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ

「ＤＳＰＢ」が削除されていたことがわかった。今回応需した処方箋にはメト

ホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＤＳＰＢ」が記載されていなかったため、

患者に尋ねたところ、医師から服薬中止の指示はなく、残薬もないことを聴取

した。処方医に疑義照会を行った結果、メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ

「ＤＳＰＢ」が追加された。 

【推定される要因】 

 医師が処方する際、前回の処方歴にメトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ

「ＤＳＰＢ」がなかったため、患者が継続して服用していることを失念した可

能性がある。患者は、今回は処方が必要であることを医師に伝えていなかった。 

【薬局での取り組み】 

 残薬を調整するために処方から薬剤が削除になった際は、その経緯を薬剤服

用歴に記録し、次回の調剤時に処方漏れがないか確認する。記録が他の情報に

埋もれないよう工夫し、電子薬歴 システムの申し送り欄にも記載する。 

事例のポイン

ト 

・本事業には、残薬を調整するため処方から薬剤を削除した後、次回の処方時

に患者が本来服用すべき薬剤の処方漏れが起きた事例が継続して報告され

ている。 

・残薬調整のために処方から削除された薬剤は、お薬手帳やオンライン資格確

認等システムの処方情報に記録が残らないため、患者が継続して服用してい

る薬剤を他の医療機関の医師が正しく把握できず、誤って同効薬や相互作用

のある薬剤を処方した事例も本事業に報告されている。 

・残薬を調整する目的で一時的に処方から薬剤が削除された場合は、削除され

た薬剤名や理由などを、電子薬歴システムの申し送り欄に明記しておくとと

もに、お薬手帳にも記載しておくことが望ましい。 

・残薬調整のために処方から削除された薬剤が次回の調剤時に処方再開されて

いない場合は、患者の残薬を確認し、処方が必要と判断された際は速やかに

処方医に疑義照会を行う必要がある。 

・薬剤師は定期的に残薬の有無を確認し、残薬がある場合はその要因を把握す

ることが重要である。残薬が生じる背景に患者の服薬コンプライアンス・ア

ドヒアランスの問題がある場合は、患者に服薬の意義を伝えるとともに、薬

剤や用法などの処方変更や一包化調剤などの対応を処方医に提案し、服薬コ

ンプライアンス・アドヒアランスの向上のため継続的な服薬支援を行うこと

が重要である。 
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事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【投与量】 
事例 【事例の詳細】 

 患者は、以前より同一病院の内科と精神科の医師による訪問診療を受けてお

り、処方された薬剤の調剤は当薬局が行っている。内科医から処方された定期

薬３０日分を交付した２週間後に、内科医からスピロノラクトン錠５０ｍｇを

２５ｍｇに減量するよう電話で指示を受けた。薬剤師は患者からスピロノラク

トン錠５０ｍｇを回収し、半錠にして渡し、内科医からの指示とその対応につ

いて薬剤服用歴に記録した。その後、内科医の往診が延期になったため、精神

科医が往診した際に精神科の薬剤と一緒に内科の定期薬も処方された。その

際、スピロノラクトン錠は、前回処方時と同量の５０ｍｇで処方された。薬剤

師は、前回の内科の処方と同じ内容であったため問題ないと判断し、処方通り

に調製し交付した。その後、薬剤師が薬剤服用歴を再度確認したところ、前回

の薬剤交付後に２５ｍｇへの減量の指示を受けて対応していたことに気付い

た。 

【推定される要因】 

 精神科医は、前回の内科の定期薬の内容を見て処方したが、内科医が処方後

にスピロノラクトン錠を５０ｍｇから２５ｍｇに減量したことは把握できな

かった。薬局ではスピロノラクトン錠が減量になったことを薬剤服用歴に記録

していたが、その後の記録に埋もれており、薬剤師は気付かなかった。 

【薬局での取り組み】 

 薬剤交付後に処方医から電話などにより用法・用量の変更の指示を受けた場

合は、薬剤服用歴に記録を残すとともに、後日確認する際に変更内容を見逃さ

ないよう電子薬歴システムの申し送り機能を活用する。 

事例のポイン

ト 

・薬剤交付後に処方医から受けた用法・用量の変更や服薬中止の指示は、薬局

のレセプトコンピュータの処方履歴には反映されないことから、薬局で対応

した内容とともに薬剤服用歴などに記録を残しておく必要がある。 

・薬剤交付後に処方医から用法・用量の変更や服薬中止の指示があった際の薬

局での対応から記録、次回調剤時の確認までの一連の作業について手順を定

め、手順書に記載して薬局スタッフ全員で遵守することが重要である。 

・本事例のように訪問診療では複数の医療機関・診療科の医師が関与するケー

スが見られる。患者の状態の変化や処方内容、薬局での対応を一元的に管理・

共有するには、以下の方法を組み合わせて対応することが有用である。 

 ・電子薬歴システムの申し送り機能を活用し、申し送り事項が自動的に表示

されるよう設定を行う。 

 ・電子薬歴システムとは別に、申し送り事項を記載した患者ファイルを作成

する。 

 ・患者ごとに担当薬剤師を決めておく。 

 ・ＩＣＴ情報連携ツールなどを活用して、在宅医療に関わる複数の職種で情

報を共有する。 

 

 

事例３ 一般用医薬品等に関する事例【医療用医薬品との重複】 
事例 【事例の詳細】 

 ５０歳代の女性が来局し、頭痛に対して第一類医薬品であるロキソニンＳの

購入を希望した。薬局で作成した販売時のチェックシートに沿って、女性が持

参していたお薬手帳を確認したところ、整形外科からロキソプロフェンＮａ錠

６０ｍｇが処方され、現在も服用していることがわかった。薬剤師は、女性が

服用している医療用医薬品のロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇとロキソニン

Ｓの有効成分が同じであることを説明し、販売を中止した。 

【背景・要因】 

 女性は整形外科から処方されている薬剤の名称を把握していたが、一般用医

薬品の名称とは異なることから同時に服用しても問題ないと考えていた。 
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【薬局から報告された改善策】 

 今後も一般用医薬品の販売を行う際は、薬局で定めた手順を遵守する。 

事例のポイン

ト 

・ロキソニンＳをはじめとするロキソプロフェン製剤は、本事業が収集する一

般用医薬品等の販売に関する事例に最も多く報告される薬剤である。 

・本事例は、薬剤師が購入者の持参したお薬手帳を確認して医療用医薬品のロ

キソプロフェンＮａ錠６０ｍｇを服用していることを把握し、有効成分が重

複するロキソニンＳの販売を中止した好事例である。 

・一般用医薬品や要指導医薬品を適切に販売するには、使用者の症状、現病歴・

既往歴、併用薬などの情報を収集し、販売する薬剤の禁忌事項に該当しない

か、服用している医療用医薬品との重複や相互作用がないかなどを確認する

必要がある。 

・本事例のように、一般用医薬品や要指導医薬品を販売する際に確認するべき

内容をまとめたチェックシートを作成し活用することは、適切な販売を行う

うえで有用である。 

・薬局の手順書にチェックシートの活用を加えるなど、販売に携わる薬局のス

タッフが必要な情報を漏れなく収集し適切に販売するための体制を日頃か

ら整えておくことが重要である。 

 ＜参考＞要指導医薬品・一般用医薬品販売の確認リスト 日本薬剤師会 一

般用医薬品等委員会作成（参照２０２５年１２月１日） 

 

 

 

 

 

日本薬剤師会からのお知らせ 
 

○令和７年度「女性の健康週間」について 
 
 標記の件につきまして日本薬剤師会を通じて厚生労働省健康局健康課より連絡が

ありました。 
 厚生労働省等において、毎年３月１日～３月８日を「女性の健康週間」として、女

性の健康づくりを国民運動とし、国及び地方公共団体、関係団体等社会全体が一体と

なって各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯にわたり、健康で明

るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援することとされております。 
【趣旨】 
 女性の健康については、女性ホルモンの変化に伴い、人生の各段階において、心身

の状況が劇的に変化するという特性を踏まえ、ライフステージ毎の健康課題に対応す

ることが重要である。厚生労働省では、平成２０年に「女性の健康週間」を創設し、

国民運動として展開してきた。加えて、第５次国民健康づくり運動として令和６年度

から開始した健康日本２１（第三次）の基本方針においても、新たに女性の健康の視

点を取り入れ、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりとして「女性の健康」

を新規に項目立てし、「骨粗鬆症検査受診率の向上」を新たに目標に設定するととも

に、「女性の健康週間」の実施を明記し、女性の健康に関する知識の向上と、女性を取

り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図り、女性に特有の健康課題への取組を

進めていくこととしている。 
 これを踏まえ、厚生労働省では、女性の健康づくりに関して、国民運動として「女
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性の健康週間」に取り組み、国及び地方公共団体、関係団体等、社会全体が一体とな

って、各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯にわたり、健康で明

るく充実した日々を、自立して過ごすことを総合的に支援する。 
 
・本週間に実施する女性の健康に関する啓発事業、行事等の取り組み状況を厚生労働

省にて集約し、ホームページ等において広報が行われます。 
 
厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞健康・医療＞健康＞女

性の健康づくり 
（ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/woman/index.h

tml） 

 
 

 

 

 

○日薬ニュース 
【第３１８号】 
 ・中医協 個別改定項目案について議論 

 ・賃上げ・物価上昇にかかる薬局への支援について 

 ・緊急避妊薬（要指導医薬品）が販売開始 

 ・「日薬雑誌電子書籍」「日薬雑誌アプリ」のご活用を！ 

 ・令和７年度日薬ＤＥＭ事業にご参加ください 

 ・２０２６年「薬剤師賠償責任保険」等の加入募集中 

 ・クレーム対応費用保険の取扱いについて 

 ・日本薬剤師会共済部（新規加入・継続加入）募集について 

 

【号外－２６８】 

 ・中医協、令和８年度診療報酬改定について答申 
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